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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス転移温度が－６０～３０℃である合成樹脂エマルション（Ｉ）、及び顔料（ＩＩ
）を含む顔料体積濃度２０～８０％の水性塗料組成物であって、
第１の（ＩＩ）成分として、平均粒子径が０．１～１００μｍであり、ガラス転移温度３
０℃未満の重合体からなるコア部とガラス転移温度３０℃以上の重合体からなるシェル部
を有する有機質粉体（ｂ）が（ＩＩ）成分全体に対し５体積％以上含まれ、
第２の（ＩＩ）成分として、
平均粒子径が０．１～１００μｍであり、モース硬度が７以下、吸油量が１５０ｍｌ／１
００ｇ以下である無機質粉体（ｃ－１）を含み、前記（ｃ－１）成分の少なくとも１種が
平均粒子径０．５～５０μｍ、モース硬度０．５～１．５の無機質粉体（ｃ－１'）であ
り、前記（ｂ）成分の合計量に対し、前記（ｃ－１'）成分を９５：５～５：９５の体積
比率で含むことを特徴とする水性塗料組成物。
【請求項２】
　前記（ＩＩ）成分全体に対し、前記（ｂ）成分が３０体積％以上含まれることを特徴と
する請求項１に記載の水性塗料組成物。
【請求項３】
　前記合成樹脂エマルション（Ｉ）の固形分１００重量部に対し、さらに水分散型撥水剤
（ＩＩＩ）を固形分で１～１００重量部含むことを特徴とする請求項１または請求項２に
記載の水性塗料組成物。
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【請求項４】
　基材に対し、形成塗膜の伸び率が５０％以上である下塗材を塗付した後、上塗材として
請求項１～３のいずれかに記載の水性塗料組成物を塗付することを特徴とする塗膜形成方
法。
【請求項５】
　無機質基材または木質基材に対して、請求項１～３のいずれかに記載の水性塗料組成物
を塗付することを特徴とする塗膜形成方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、艶消しの外観が表出でき、さらには下地への追従性にも優れる水性塗料組成
物、及び該水性塗料組成物を用いた塗膜形成方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建築物や土木構造物等においては、その表面保護、美観性向上等の目的で種々の
塗料によって塗装が行われている。この中でも、フラット塗料と呼ばれる塗料は、表面の
艶が低減された塗膜を形成することができ、落ち着きのある仕上り感を得ることができる
ことから、汎用的に用いられている。フラット塗料としては、ＪＩＳ　Ｋ５６６３「合成
樹脂エマルションペイント」に規定されている塗料が代表的である。
　ところが、フラット塗料では多量の顔料が混合されるため、通常その形成塗膜は硬くな
りやすい。そのため、下地の変位に対する追従性が必要とされる部位には、あまり適して
いない。
【０００３】
　これに対し、特許文献１（特開平１１－２１５１４号公報）では、弾性塗膜上に塗装可
能な水性艶消し塗料が開示されている。該公報に記載の塗料は、ガラス転移温度が－３０
～１５℃であるカルボニル基含有共重合体のエマルションを結合剤とし、顔料体積濃度を
２５～４０％に調整したものである。
　しかしながら、特許文献１に記載の水性艶消し塗料では、下地への追従性を確保するた
めに顔料体積濃度を低く設定しなければならず、十分な艶消し効果が得られない場合があ
る。また、該公報の水性艶消し塗料を弾性塗膜上に塗装する場合、弾性塗膜が伸び率１５
０％を超えるものであると、水性艶消し塗料の塗膜は弾性塗膜の変位に追従することがで
きず、割れ、剥れ等が発生しやすくなる。すなわち、特許文献１に記載の水性艶消し塗料
では、艶消し効果と下地への追従性の点において改善の余地がある。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２１５１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述のような問題点に鑑みなされたものであり、艶消しの外観が表出でき、
さらには下地への追従性にも優れる水性塗料組成物、及び該水性塗料組成物を用いた塗膜
形成方法を得ることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行なった結果、艶消し剤として特定の
有機質粉体を使用した水性塗料組成物に想到し、本発明を完成させるに到った。
【０００７】
　すなわち、本発明は以下の特徴を有するものである。
【０００８】
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１．ガラス転移温度が－６０～３０℃である合成樹脂エマルション（Ｉ）、及び顔料（Ｉ
Ｉ）を含む顔料体積濃度２０～８０％の水性塗料組成物であって、
第１の（ＩＩ）成分として、平均粒子径が０．１～１００μｍであり、ガラス転移温度３
０℃未満の重合体からなるコア部とガラス転移温度３０℃以上の重合体からなるシェル部
を有する有機質粉体（ｂ）が（ＩＩ）成分全体に対し５体積％以上含まれ、
第２の（ＩＩ）成分として、
平均粒子径が０．１～１００μｍであり、モース硬度が７以下、吸油量が１５０ｍｌ／１
００ｇ以下である無機質粉体（ｃ－１）を含み、前記（ｃ－１）成分の少なくとも１種が
平均粒子径０．５～５０μｍ、モース硬度０．５～１．５の無機質粉体（ｃ－１'）であ
り、前記（ｂ）成分の合計量に対し、前記（ｃ－１'）成分を９５：５～５：９５の体積
比率で含むことを特徴とする水性塗料組成物。
 
 
【００１３】
２．前記（ＩＩ）成分全体に対し、前記（ｂ）成分が３０体積％以上含まれることを特徴
とする１．に記載の水性塗料組成物。
 
 
【００１４】
３．前記合成樹脂エマルション（Ｉ）の固形分１００重量部に対し、さらに水分散型撥水
剤（ＩＩＩ）を固形分で１～１００重量部含むことを特徴とする１．または２．に記載の
水性塗料組成物。
 
 
【００１５】
４．基材に対し、形成塗膜の伸び率が５０％以上である下塗材を塗付した後、上塗材とし
て１．～３．のいずれかに記載の水性塗料組成物を塗付することを特徴とする塗膜形成方
法。
　
【００１６】
５．無機質基材または木質基材に対して、１．～３．のいずれかに記載の水性塗料組成物
を塗付することを特徴とする塗膜形成方法。
 
 
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、艶消しの外観が表出でき、さらには下地への追従性にも優れる水性塗
料組成物を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１９】
　本発明の水性塗料組成物では、バインダーとして、ガラス転移温度が－６０～３０℃で
ある合成樹脂エマルション（以下「（Ｉ）成分」という）を使用する。
具体的に（Ｉ）成分としては、例えば、酢酸ビニル樹脂エマルション、塩化ビニル樹脂エ
マルション、エポキシ樹脂エマルション、アクリル樹脂エマルション、ウレタン樹脂エマ
ルション、アクリルシリコン樹脂エマルション、フッ素樹脂エマルション等、あるいはこ
れらの複合系等を挙げることができる。これらは１種または２種以上で使用することがで
きる。
【００２０】
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　また、（Ｉ）成分は架橋反応性を有するものであってもよい。（Ｉ）成分が架橋反応型
合成樹脂エマルションである場合は、塗膜の耐水性、耐候性、密着性等を高めることがで
きる。架橋反応型合成樹脂エマルションは、それ自体で架橋反応を生じるもの、あるいは
別途混合する架橋剤によって架橋反応を生じるもののいずれであってもよい。このような
架橋反応性は、例えば、カルボキシル基と金属イオン、カルボキシル基とカルボジイミド
基、カルボキシル基とエポキシ基、カルボキシル基とアジリジン基、カルボキシル基とオ
キサゾリン基、水酸基とイソシアネート基、カルボニル基とヒドラジド基、エポキシ基と
アミノ基、アルド基とセミカルバジド基、ケト基とセミカルバジド基、アルコキシル基ど
うし等の反応性官能基を組み合わせることによって付与することができる。
【００２１】
　（Ｉ）成分の製造方法は特に限定されないが、例えば、乳化重合、ソープフリー乳化重
合、分散重合、フィード乳化重合、フィード分散重合、シード乳化重合、シード分散重合
等を採用することができる。
【００２２】
　（Ｉ）成分のガラス転移温度（以下「Ｔｇ」という）は通常－６０～３０℃、好ましく
は－４０～２５℃、より好ましくは－３０～２０℃に設定する。Ｔｇが高すぎる場合は、
下地への追従性が不十分となり、塗膜に割れが発生しやすくなる。Ｔｇが低すぎる場合は
、塗膜表面に汚染物質が付着しやすくなり、実用的でない。なお、本発明におけるＴｇは
、（Ｉ）成分を構成するモノマーの種類とその構成比率から、Ｆｏｘの計算式によって求
められる値である。
　（Ｉ）成分の平均粒子径は、通常０．０５～０．４μｍ程度である。
【００２３】
　本発明では、上記（Ｉ）成分に対し、顔料（以下「（II）成分」という）を混合する。
本発明では（II）成分として、特定の粉体を使用することにより、艶消し効果と下地への
追従性とを兼ね備えた塗料を得ることができる。
【００２４】
　第１の（II）成分は、平均粒子径が０．１～１００μｍであり、Ｔｇ－６０～６０℃の
重合体からなる有機質粉体（以下「（ａ）成分」という）である。（ａ）成分の平均粒子
径は、通常０．１～１００μｍ、好ましくは０．５～５０μｍ、より好ましくは１～３０
μｍである。
【００２５】
　（ａ）成分の重合体は、各種重合性モノマーを共重合することによって形成されるもの
である。使用可能な重合性モノマーとしては、例えば、エチル（メタ）アクリレート、プ
ロピル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）ア
クリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、イソノニル（メタ）アクリレー
ト、ラウロイル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート等のアルキル（
メタ）アクリレートスチレン、ビニルトルエン、α－メチルスチレン等の芳香族ビニルモ
ノマー等が挙げられる。分子内に２個以上のビニル基を有する多官能モノマー等も使用可
能である。
【００２６】
　（ａ）成分のＴｇは、通常－６０～６０℃、好ましくは－５０～５０℃、より好ましく
は－４０～４０℃である。（ａ）成分のＴｇは、重合体を構成するモノマーの種類や比率
を適宜設定することによって調整できる。Ｔｇが高すぎる場合は、下地への追従性におい
て十分な性能を得ることができず、Ｔｇが低すぎる場合は、耐汚染性等の点で不利となる
。
【００２７】
　本発明では、上記（ａ）に代えて、平均粒子径が０．１～１００μｍであり、Ｔｇ３０
℃未満の重合体からなるコア部とＴｇ３０℃以上の重合体からなるシェル部を有する有機
質粉体（以下「（ｂ）成分」という）を使用することができる。このような（ｂ）成分を
使用することにより、艶消し効果と下地への追従性をより高めることができる。この場合
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、（ａ）成分と（ｂ）成分を混合して使用することもできる。
　（ｂ）成分の平均粒子径は、通常０．１～１００μｍ、好ましくは０．５～５０μｍ、
より好ましくは１～３０μｍである。
【００２８】
　（ｂ）成分のコア部のＴｇは、通常３０℃未満、好ましくは－６０～２０℃、より好ま
しくは－６０～１０℃である。シェル部のＴｇは、通常３０℃以上、好ましくは５０～１
４０℃、より好ましくは６０～１３０℃である。
　（ｂ）成分においては、コア部及びシェル部のＴｇが所定の範囲内となる限り、重合体
を構成するモノマーは特に制限されず、上述の（ａ）成分と同様のモノマーからなるもの
も使用できる。
　なお、（ａ）成分、（ｂ）成分は、いずれも非造膜性の粉体であり、造膜性を有する（
Ｉ）成分とは別異の材料である。
【００２９】
　（ａ）成分及び／または（ｂ）成分の混合比率は、（II）成分全体に対し、通常合計で
５体積％以上、好ましくは１０体積％以上、より好ましくは２０体積％以上、さらに好ま
しくは３０体積％以上である。このような混合比率であれば、艶消し効果と下地への追従
性の両性能が十分に発揮できる。
【００３０】
　第２の（II）成分としては、
平均粒子径が０．１～１００μｍである無機質粉体（以下「（ｃ）成分」という）、
平均粒子径が０．１～１００μｍである有機質粉体（ガラス転移温度６０℃以下の重合体
を有するものを除く）（以下「（ｄ）成分」という）、
平均粒子径が０．１～１００μｍである中空粉体（以下「（ｅ）成分」という）、
から選ばれる少なくとも１種以上が使用できる。
【００３１】
　上述の成分のうち、（ｃ）成分を使用した場合には、形成塗膜の隠ぺい性、艶消し効果
、強度、肉厚感、塗装時の作業性等を高めることができ、コスト面においても有利である
。（ｃ）成分の見かけ比重（以下単に「比重」という）は、通常１～５である。
【００３２】
　（ｃ）成分としては、平均粒子径が０．１～１００μｍであり、モース硬度が７以下で
ある無機質粉体（以下「（ｃ－１）成分」という）が好適である。本発明では、このよう
な粒子径と硬度特性を有する無機質粉体を、上述の（ａ）成分及び／または（ｂ）成分と
組み合せることによって、下地への追従性において優れた物性を得ることができる。なお
、本発明におけるモース硬度は、モースの硬度計を用いて測定される値である（但しダイ
ヤモンドを１０とする）。
　（ｃ－１）成分としては、平均粒子径及びモース硬度が上記範囲内である無機質粉体の
１種または２種以上が使用できるが、本発明では、（ｃ－１）成分の少なくとも１種が、
平均粒子径０．５～５０μｍ、モース硬度０．５～３．０の無機質粉体であることがより
望ましい。
【００３３】
　（ｃ－１）成分としては、平均粒子径とモース硬度が所定の範囲内であれば特に限定さ
れず、公知の無機質粉体を使用することができる。このような（ｃ－１）成分としては、
例えば、タルク、ろう石、珪藻土、クレー、カオリン、焼成クレー、マイカ、酸化鉄、炭
酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化亜鉛、ドロマイト、酸化チタン等が挙げられる。この
中でも、タルク、クレー、カオリン、マイカ等の鱗片状無機質粉体は、下地への追従性の
点で好適である。
【００３４】
　（ｃ－１）成分の吸油量は、通常２００ｍｌ／１００ｇ以下、好ましくは１５０ｍｌ／
１００ｇ以下、より好ましくは１００ｍｌ／１００ｇ、さらに好ましくは８０ｍｌ／１０
０ｇ以下である。（ｃ－１）成分の吸油量が大きすぎる場合は、下地への追従性が不十分
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となるおそれがある。
【００３５】
　（ｄ）成分としては、平均粒子径が０．１～１００μｍである有機質粉体（ガラス転移
温度６０℃以下の重合体を有するものを除く）が使用できる。このような（ｄ）成分は塗
料への分散性に優れるため、塗料中の分散剤等の添加量を減らすことができる。また、（
ｄ）成分の使用は、形成塗膜の艶消し効果、肉厚感、割れ防止性、耐薬品性、耐傷付性等
の点においても効果的である。（ｄ）成分の比重は、通常０．８～２である。
【００３６】
　（ｄ）成分としては、例えば、ウレタンビーズ、アクリルビーズ、ポリエチレンビーズ
、ポリプロピレンビーズ、ポリメタクリル酸メチルビーズ、ポリスチレンビーズ、ナイロ
ンビーズ、スチレンアクリルビーズ、シリコンビーズ、フッ素ビーズ、セルロースビーズ
、塩化ビニルビーズ、ＥＶＡビーズ等が挙げられる。これらは１種または２種以上で使用
することができる。
【００３７】
　（ｅ）成分としては、平均粒子径が０．１～１００μｍである中空粉体が使用できる。
このような（ｅ）成分を使用することにより、形成塗膜の隠ぺい性、肉厚感、割れ防止性
、塗装時の作業性等を高めることができる。（ｅ）成分の比重は、通常０．０１以上０．
８未満である。
【００３８】
　（ｅ）成分としては、例えば、中空セラミックビーズ、中空樹脂ビーズ等が挙げられる
。中空セラミックビーズを構成するセラミック成分としては、例えば、珪酸ソーダガラス
、アルミ珪酸ガラス、硼珪酸ソーダガラス、カーボン、アルミナ、シラス、黒曜石等が挙
げられる。中空樹脂ビーズを構成する樹脂成分としては、例えば、アクリル樹脂、スチレ
ン樹脂、アクリル－スチレン共重合樹脂、アクリル－アクリロニトリル共重合樹脂、アク
リル－スチレン－アクリロニトリル共重合樹脂、アクリロニトリル－メタアクリロニトリ
ル共重合樹脂、アクリル－アクリロニトリル－メタアクリロニトリル共重合樹脂、塩化ビ
ニリデン－アクリロニトリル共重合樹脂等が挙げられる。これらは１種または２種以上で
使用することができる。
【００３９】
　本発明では、上述の（ｃ）成分及び／または（ｄ）成分において、吸放湿性を有する粉
体（以下「吸放湿性粉体」という）を使用することもできる。このような吸放湿性粉体を
使用することにより、下地への追従性を確保しつつ、基材の呼吸性や透湿性等を阻害しな
い塗膜が形成可能となり、基材中の水分を効率良く外部に拡散させる作用によって、塗膜
の膨れ、剥れ等を十分に抑制することもできる。したがって、このような吸放湿性粉体を
含む場合は、とりわけ無機質基材（特にセメント系無機質基材）や木質基材の塗装に好適
な塗料を得ることができる。
【００４０】
　吸放湿性粉体としては、例えば、ベーマイト、シリカゲル、ゼオライト、硫酸ナトリウ
ム、アルミナ、アロフェン、珪藻土、珪質頁岩、セピオライト、アタバルジャイト、モン
モリロナイト、ゾノライト、イモゴライト、大谷石粉、活性白土、木炭、竹炭、活性炭、
木粉、貝殻粉、アルギン酸ビーズ、多孔質合成樹脂粒等が挙げられる。
　このような吸放湿性粉体は、吸放湿性能に加え、各種の化学物質を吸着する性能を発揮
する場合もある。具体的には、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物を吸着する性能、
あるいは下地に含まれるヤニ、アク等の滲出を抑制する性能等が期待できる。
【００４１】
　化学物質の吸着性能を高めるには、上記吸放湿性粉体に代えて、あるいは上記吸放湿性
粉体と併せて化学物質吸着剤を使用すればよい。このような化学物質吸着剤は、ホルムア
ルデヒド、アンモニア、硫化水素、メチルメルカプタン、トリメチルアミン、ニコチン等
の吸着、再放出防止に有効な成分である。化学物質吸着剤としては、例えばトリポリリン
酸アルミニウム、トリポリリン酸二水素アルミニウム、層状リン酸ジルコニウム、層状リ
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ン酸チタン、層状リン酸ハフニウム、層状リン酸スズ、層状リン酸塩ポリアミン層間化合
物、活性酸化亜鉛、含水珪酸マグネシウム、ハイドロタルサイト、フライポンタイト等が
挙げられる。
【００４２】
　本発明では、上述の（ｃ）成分において光触媒物質を使用することもできる。特に、こ
のような光触媒物質は、上述の吸放湿性粉体や化学物質吸着剤と併用することで、化学物
質の分解、再放出防止に有効に作用する。光触媒物質としては、例えばＴｉＯ２、ＺｎＯ
、Ｂｉ２Ｏ３、ＢｉＶＯ４、ＳｒＴｉＯ３、ＣｄＳ、ＩｎＰ、ＩｎＰｂ、ＧａＰ、ＧａＡ
ｓ、ＢａＴｉＯ３、ＢａＴｉＯ４、ＢａＴｉ４Ｏ９、Ｋ２ＮｂＯ３、Ｎｂ２Ｏ５、Ｆｅ２
Ｏ３、Ｔａ２Ｏ５、Ｔａ３Ｎ５、Ｋ３Ｔａ３Ｓｉ２Ｏ３、ＷＯ３、ＳｎＯ２、ＮｉＯ、Ｃ
ｕ２Ｏ、ＳｉＣ、ＭｏＳ２、ＲｕＯ２、ＣｅＯ２等の他、これらと金属、金属酸化物、層
状化合物等との複合体等が挙げられる。
【００４３】
　以上に示した（ｃ）成分、（ｄ）成分、（ｅ）成分は、前記（ａ）成分及び／または（
ｂ）成分の合計量に対し、通常９５：５～５：９５、好ましくは９０：１０～１０：９０
、より好ましくは８０：２０～２０：８０、さらに好ましくは７０：３０～３０：７０の
体積比率（（ａ＋ｂ）：（ｃ＋ｄ＋ｅ））で使用する。艶消し効果と下地への追従性の両
性能を十分に発揮させるには、このような範囲内で各成分を使用することが望ましい。
　なお、（ｃ－１）成分として（ｃ－１'）成分を含む場合は、（ａ）成分及び／または
（ｂ）成分の合計量に対する（ｃ－１'）成分の体積比率が、上記範囲内となるように調
製することが望ましい。
【００４４】
　本発明組成物の顔料体積濃度は、通常２０～８０％、好ましくは３０～７０％、より好
ましくは４０～６５％、さらに好ましくは４５～６０％である。顔料体積濃度がこのよう
な範囲内であることにより、十分な艶消し効果を得ることができる。さらに、本発明では
（II）成分として特定の粉体を使用するため、下地への追従性を確保することもできる。
顔料体積濃度が高すぎる場合は、下地への追従性が不十分となり、塗膜に割れが発生しや
すくなる。顔料体積濃度が低すぎる場合は、艶消し効果が不十分となる。なお、上記成分
以外の（II）成分としては、例えば、着色顔料、骨材、繊維類等が使用できる。
【００４５】
　本発明における顔料容積濃度は、乾燥塗膜中に含まれる（II）成分の容積百分率であり
、下記式によって算出される値である。後述の（III）成分は実質的に造膜性能を有さな
いため、顔料容積濃度算出の際には除外しておく。
【００４６】
＜式＞顔料容積濃度（％）＝［（ｃｗ／ｃρ）／｛（ａｗ／ａρ）＋（ｃｗ／ｃρ）｝］
×１００
（式中、ａｗは（Ｉ）成分固形分の混合重量、ａρは（Ｉ）成分固形分の比重、ｃｗは（
II）成分の混合重量、ｃρは（II）成分の比重を示す。）
【００４７】
　本発明組成物では、上記成分に加え、さらに水分散型撥水剤（以下「（III）成分」と
いう）を含むことができる。本発明では、このような（III）成分の作用により、下地へ
の追従性を確保しつつ、塗膜の遮水効果、透湿効果等を高めることができ、塗膜の膨れ、
剥れ等を十分に抑制することもできる。したがって、（III）成分を含む場合は、無機質
基材（特にセメント系無機質基材）や木質基材の塗装に適した塗料が得られる。（III）
成分の形態は、水中に分散した形態であれば特に制限されず、界面活性剤を用いた強制乳
化型エマルション、あるいは自己乳化型エマルションのいずれであってもよい。
【００４８】
　（III）成分としては、（ｐ）アミノ基、カルボキシル基、エポキシ、反応性シリル基
から選ばれる少なくとも１種の官能基を有する水分散型撥水剤（以下「（ｐ）成分」とい
う）が好適である。このような（ｐ）成分を使用すれば、遮水効果、透湿効果等の性能を
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長期にわたり発揮することが可能となる。このうち、（ｐ）成分が反応性シリル基を有す
る場合、（Ｉ）成分としては反応性シリル基を有するものが好適である。（ｐ）成分がア
ミノ基及び／またはカルボキシル基を有する場合は、（Ｉ）成分としてはエポキシ基を有
するものが好適である。（ｐ）成分がエポキシ基を有する場合は、（Ｉ）成分としてはカ
ルボキシル基及び／またはアミノ基を有するものが好適である。
【００４９】
　（ｐ）成分は、通常下記式（１）、（２）で示される単位を有するものである。
【００５０】
【化１】

【化２】

（式中、Ｒ１は同一または異なって、アルキル基、アリール基、アラルキル基を示し、Ｒ
２はアルキレン基、オキシアルキレン基を示す。Ｘはアミノ基、カルボキシル基、エポキ
シ基、反応性シリル基を示す。ｍ，ｎは１以上の整数である。）
【００５１】
　（III）成分の混合比率は、（Ｉ）成分の固形分１００重量部に対し、固形分換算で通
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常１～１００重量部、好ましくは２～５０重量部、より好ましくは３～３０重量部である
。
【００５２】
　本発明組成物においては、上述の成分の他に、通常塗料に使用可能な成分を含むことも
できる。このような成分としては、例えば、増粘剤、造膜助剤、レベリング剤、湿潤剤、
可塑剤、凍結防止剤、ｐＨ調整剤、防腐剤、防黴剤、防藻剤、抗菌剤、吸着剤、分散剤、
消泡剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、触媒、架橋剤等が使用可能である。このうち吸着剤
としては、例えばアミン化合物、尿素化合物、アミド化合物、イミド化合物、ヒドラジド
化合物、アゾール化合物、アジン化合物等が使用できる。
　本発明組成物は、以上のような成分を常法で均一に混合することにより製造することが
できる。本発明組成物は、通常は着色塗料として使用するものであるが、クリヤー塗料と
して使用することも可能である。
【００５３】
　本発明組成物は、主に建築物、土木構造物等における表面仕上げ材（上塗材）として好
適に使用できる。塗装の対象となる基材は特に限定されないが、無機質基材または木質基
材が好適である。
【００５４】
　無機質基材としては、特にセメント系無機質基材が好適である。本発明組成物をセメン
ト系無機質基材に塗装した場合には、本発明の効果を十分に発揮することができる。この
ようなセメント系無機質基材は、セメントを必須成分として得られる材料である。セメン
ト以外の成分として、例えば、珪砂、珪石、フライアッシュ等の骨材、パルプ、ガラスウ
ール等の繊維類等が含まれていてもよい。
【００５５】
　具体的に、セメント系無機質基材としては、例えば、コンクリート、モルタル、繊維混
入セメント板、セメント珪酸カルシウム板、スラグセメントパーライト板、石綿セメント
板、ＡＬＣ板、サイディング板等が挙げられる。このうち、コンクリート、モルタル等の
基材は、通常、施工現場で水等と混練したものを硬化させることによって得られる。ＡＬ
Ｃ板、サイディング板等の無機質建材は、抄造法、押し出し成形法、注型法等の各種方法
によって板状に成形されたものである。これら基材の表面は、何らかの表面処理（例えば
、シーラー、サーフェーサー、パテ、フィラー等）が施されたものでもよく、既に塗膜が
形成されたものでもよい。
【００５６】
　木質基材としては、例えば、ブナ、ヒノキ、すぎ、なら、チーク、ラワン等の造作材、
集成材・積層材、普通合板、木質繊維板・パーティクルボード等が挙げられる。これらは
、難燃処理したもの等であってもよい。また、基材表面に、何らかの表面処理（例えば、
シーラー、サーフェーサー、パテ、フィラー等）が施されたものでも、既に塗膜が形成さ
れたものでもよい。
【００５７】
　本発明組成物を建築現場等において塗装する場合は、新築、改装を問わず適用すること
ができる。板状の建材に対しては、建築現場等に搬入される前（すなわち建材の成形時な
いし成形後）に塗装を行うこともできる。また、部分補修に適用することもできる。
【００５８】
　本発明組成物の塗付前には、何らかの下塗材を塗付することもできる。
　この場合、下塗材としては、形成塗膜の伸び率が５０％以上（好ましくは１００％以上
、より好ましくは１５０％以上）である下塗材が好適である。このような下塗材を使用す
ることにより、基材への密着性、エフロレッセンス防止効果等において十分な性能を確保
することができる。さらに、本発明組成物は、このような弾性下塗材に対しても十分な追
従性を発揮することができる。なお、本発明における伸び率は、ＪＩＳ　Ａ６９０９：２
００３　７．２９「伸び試験」の「２０℃時の伸び試験」によって測定される値である。
【００５９】
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　このような下塗材は通常、合成樹脂エマルションを必須成分として含み、必要に応じさ
らに充填材、各種添加剤等を含有するものである。ＪＩＳ　Ａ６９０９に規定されている
複層仕上塗材の主材等も、本発明における下塗材として使用することができる。
　下塗材における合成樹脂エマルションの種類としては特に限定されず、例えば、酢酸ビ
ニル樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アクリルシリ
コン樹脂等を使用することができる。これらは、架橋反応性を有するものであってもよい
。合成樹脂エマルションのＴｇは、通常－６０～３０℃、好ましくは－５０～１０℃であ
る。
【００６０】
　充填材としては、重質炭酸カルシウム、カオリン、けい藻土、ホワイトカーボン、クレ
ー、タルク、バライト粉、沈降性硫酸バリウム、炭酸バリウム、珪砂、ウォラストナイト
、マイカ等が使用できる。このような充填材を、顔料体積濃度が２０～７０％（好ましく
は２５～６０％）となるように混合することによって、厚膜形の下塗材を得ることができ
、種々の凹凸模様（砂壁状模様、スタッコ状模様、さざ波状模様、ゆず肌状模様、月面状
模様等）を形成することが可能となる。また、このような厚膜形の下塗材は、基材の変位
を緩和する効果も有する。
【００６１】
　下塗材は、例えばスプレー、ローラー、刷毛、コテ等を用いて塗装することができる。
塗装は数回に分けて行ってもよい。塗装時には水を用いて希釈することもできる。水の混
合量は、使用する塗装器具、所望の塗面形状等に応じて適宜設定すればよい。
　下塗材の塗付量は０．１～３ｋｇ／ｍ２程度（厚膜形の場合は０．５～３ｋｇ／ｍ２程
度）である。
【００６２】
　本発明組成物は、上述のような下塗材を塗付した後に塗付してもよいし、基材に対して
直接塗付してもよい。本発明組成物の塗装においては、例えばスプレー、ローラー、刷毛
等を用いることができる。塗装は数回に分けて行ってもよい。塗装時には水を用いて希釈
することもできる。水の混合量は、塗装器具の種類、塗装下地の状態、塗装時の温度等を
勘案して適宜設定すればよいが、通常０～２０重量％程度である。塗付量は、通常０．１
～０．５ｋｇ／ｍ２程度である。また、本発明組成物の塗装工程及び乾燥工程は通常、常
温で行えばよいが、加熱することも可能である。乾燥時間は、通常、常温で０．５～４時
間程度である。
【実施例】
【００６３】
　以下に実施例を示し、本発明の特徴をより明確にする。
【００６４】
（塗料の製造）
　表１に示す配合に従い、各原料を常法により混合・攪拌することによって塗料を製造し
た。原料としては下記のものを使用した。
【００６５】
・樹脂：アクリル樹脂エマルション（メチルメタクリレート－スチレン－２－エチルヘキ
シルアクリレート－メタクリル酸共重合体、固形分５０重量％、Ｔｇ－８℃）
・無機質粉体１：重質炭酸カルシウム（平均粒子径５μｍ、モース硬度３．０、吸油量２
８ｍｌ／１００ｇ、比重２．７）
・無機質粉体２：クレー（平均粒子径５μｍ、モース硬度１．５、吸油量３２ｍｌ／１０
０ｇ、比重２．６）
・無機質粉体３：珪藻土（平均粒子径９μｍ、モース硬度１．０、吸油量１７０ｍｌ／１
００ｇ、比重２．３）
・無機質粉体４：酸化チタン（平均粒子径０．２μｍ、モース硬度６．０、吸油量１３ｍ
ｌ／１００ｇ、比重３．９）
・中空粉体：アクリル樹脂中空ビーズ（平均粒子径８μｍ、Ｔｇ１０５℃、比重０．５）
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・有機質粉体２：コアシェル型アクリルポリマー粉体（平均粒子径８μｍ、コア部Ｔｇ－
５４℃、シェル部Ｔｇ１０５℃、比重１．０）
・有機質粉体３：アクリルポリマー粉体（平均粒子径８μｍ、Ｔｇ１０５℃、比重１．０
）
・水分散型撥水剤：エポキシ基含有ジメチルシロキサン化合物の乳化分散体、固形分５０
重量％
・分散剤：ポリカルボン酸系分散剤（固形分３０重量％）
・増粘剤：ヒドロキシエチルセルロース３重量％水溶液
・消泡剤：鉱物油系消泡剤
【００６６】
（試験方法）
（１）鏡面光沢度
　ガラス板（２００×１００×２ｍｍ）の片面に、すきま１５０μｍのフィルムアプリケ
ータを用いて各塗料を塗り、塗面を水平に置いて標準状態（温度２３℃・相対湿度５０％
）で４８時間乾燥して試験体を作製した。得られた試験体の鏡面光沢度（測定角度６０度
）を、ＪＩＳ　Ｋ５６００－４－７：１９９９に規定される鏡面光沢度計にて測定した。
評価基準は以下の通りである。
　○：鏡面光沢度５未満
　△：鏡面光沢度５以上１０未満
　×：鏡面光沢度１０以上
【００６７】
（２）耐湿潤冷熱繰返し性
　予めシーラー処理を施したスレート板（１５０×７０×３ｍｍ）に、ＪＩＳ　Ａ６９０
９：２００３に規定される防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材主材（顔料体積濃
度５０％、２０℃時の伸び率３００％）を、塗付量２ｋｇ／ｍ２でスプレー塗装し、標準
状態で２４時間乾燥後、各塗料を塗付量０．３ｋｇ／ｍ２でスプレー塗装して試験体を作
製した。
　標準状態で１４日間養生後、作製した試験体をＪＩＳ　Ｋ　５６６０　６．１４に準じ
、２３℃の水中に１８時間浸した後、直ちに－２０℃に保った恒温槽にて３時間冷却し、
次に５０℃に保った別の恒温槽で３時間加温した。この操作を７回繰り返した後、標準状
態に約１時間置いて、塗膜表面の状態を目視にて観察した（表１では「耐湿潤冷熱繰返し
性Ａ」と表記）。
　また、２３℃水中１８時間、－２０℃３時間、８０℃３時間を１サイクルとした場合に
ついても、上記と同様の方法で試験を行った（表１では「耐湿潤冷熱繰返し性Ｂ」と表記
）。
　評価基準は以下の通りである。
　◎：割れ、剥れが全く発生しなかった。
　○：割れ、剥れがほとんど発生しなかった。
　△：割れ、剥れが部分的に発生した。
　×：割れ、剥れが著しく発生した。
【００６８】
試験結果を表１に示す。実施例１～２では、十分な艶消し塗膜が形成され、耐湿潤冷熱繰
返し性試験においても良好な結果が得られた。
　これに対し、比較例１～３では、艶消し効果が不十分であった。比較例４～６では、耐
湿潤冷熱繰返し性試験において十分な結果が得られなかった。
 
【００６９】
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【表１】
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